
貸切バス運転者外部研修

○ 国土交通省では、一定の要件を満たし、国土交通大臣の認定を受けた貸切バス運転者に対する研修メニューを自動車運送事業者
が活用する場合に対し補助を行っております。当該制度は、国土交通省が選定した社内安全教育の実施を業としている者に対して支
援を行う制度ではありません。支援の対象となるのは、社内安全教育を導入する自動車運送事業者となります。
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(株)中央バス自動車学園

https://www.cds.chuo-bus.co.jp/kashikiri/

HPはこちらから

※令和８年度の認定機関は６月１日現在未定です。

電話：011-764-2525
○研修メニュー
【貸切バス運転者の為の安全運転基礎講習】



貸切バス事業者の安全対策について

１．事業用自動車による交通事故の発生状況

２．最近の事故事例

３．事業用自動車の安全対策

４．最近の監査及び行政処分

５．最近の関係法令の改正
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事業用自動車による交通事故件数の推移

各モードの交通事故の推移交通事故全体と事業用自動車の交通事故の推移

出典：警察庁「令和6年中の交通事故の発生状況」
（公財）交通事故総合分析センター「事業用自動車の交通事故統計」
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出典：（公財）交通事故総合分析センター「事業用自動車の交通事故統計」
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○ 令和６年中に発生した交通事故全体の件数（人身事故件数）は290,895件、そのうち、事業用自動車の交通事故件数※１は

22,623件であった。

○ 令和元年※２と比較して令和６年の交通事故件数は軽貨物以外の全モードにおいて減少している。

※１ 事業用自動車が第一当事者である人身事故件数
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※２ プラン2025より前の年であって、コロナ禍の影響がなかった直近の年



事業用自動車による交通事故死者数の推移

各モードの交通事故死者数の推移
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事業用(30日以内)   ：260人以下
（参考）第11次交通安全基本計画

死者数 ： 2,000人以下

出典：（公財）交通事故総合分析センター「事業用自動車の交通事故統計」
出典：警察庁「令和6年中の交通事故の発生状況」

（公財）交通事故総合分析センター「事業用自動車の交通事故統計」
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プラン2025削減目標
バス ：10人以下
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○ 令和６年中に発生した交通事故全体の死者数は2,663人であり、そのうち、事業用自動車の交通事故死者数は286人（前年比

15人増）であった。

○ 令和元年と比較して令和６年の交通事故死者数は、乗合バスにおいて増加、タクシーにおいては同数となっている。
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○ 令和６年のバスによる乗客死者数は０人、タクシーによる乗客死者数は3人であった。

○ バス、タクシーともに年によって乗客死者数が０人となっている。

バス、タクシーによる乗客死者数の推移

プラン2025削減目標
乗客死者数：0人

バス、タクシーによる乗客死者数の推移
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出典：（公財）交通事故総合分析センター「事業用自動車の交通事故統計」

○ 貸切バスによる令和６年の乗客負傷事故件数は21件で、令和元年と比較して２件減であった。

○ 貸切バス事故全体に占める乗客負傷事故件数の令和６年の発生割合は12.9%で、令和元年と比較して3.1pt増であった。

貸切バスによる乗客負傷事故件数と発生割合

貸切バスによる乗客負傷事故件数の推移
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業態別の特徴的な事故（貸切バス）

出典：（公財）交通事故総合分析センター「事業用自動車の交通事故統計」

○ 貸切バスの事故類型としては、「追突」が全体の約3割にあたる52件発生しており、最多。ただし、追突による死亡事故は発生し

ていない。

○ 貸切バスの死亡事故類型としては、人との事故のが多い。
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貸切バス事業者の安全対策について

１．事業用自動車による交通事故の発生状況

２．最近の事故事例

３．事業用自動車の安全対策

４．最近の監査及び行政処分

５．最近の関係法令の改正
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事故概要

岡山県真庭市 貸切バスの横転事故の概要について

○ 発生時刻・場所
令和６年１２月９日（月）午前９時４３分頃、岡山県真庭市蒜山上徳山付近

○ 事故状況
貸切バスが乗客４３名、添乗員１名を乗せ運行中、雪でスリップしたため停車したところ、左前輪の停止位置

が道路左側の法面にかかったため、進行方向左側面を下にして横転した。この事故により、乗客２名が重傷、９名
が軽傷を負った。

現場は、道路に積雪があるものの降雪しておらず轍部は路面が見えている状態であった。事業者からの情報によ
ると、当該貸切バスは岡山県の湯郷温泉から島根県の足立美術館に向かって運行しており、途中米子自動車道が
通行止めであったため一般道に迂回したものの、運転者が経路を誤って事故現場付近を運行していたもの。なお、当
該車両はスタッドレスタイヤは装着していた。（チェーンは未装着。）

まにわしひるぜんかみとくやま

出典：岡山放送ニュース

●事故の状況
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事故概要
○発生時刻・場所

・ 令和６年１２月９日（月）午後２時頃、北海道中富良野町の国道
○事故状況

・乗客３３名を乗せた貸切バスがガタンとした音を確認したと同時に停車、左後輪２本が脱落した。
・事故はホイールナットの緩みにより発生。
・日常点検は運転者が点検ハンマーを使用して実施。事故発生までの当日の走行距離は７～８０ｋｍ。
・１０月末頃に自社でタイヤ交換していたが、トルクレンチは使用せずインパクトで作業実施。
・ホイールボルトのねじ部及びナット部の点検・清掃は未実施で、脱着後の増し締めも未実施。
・脱着後の走行距離は約3,000ｋｍ。

北海道中富良野町 貸切バスの車輪脱落事故の概要について

●事故の状況

出典：NHK北海道
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「バスの安全運行の徹底について」通達を発出

年末年始の輸送等に関する安全総点検

再発防止対策



貸切バス事業者の安全対策について

１．事業用自動車による交通事故の発生状況

２．最近の事故事例

３．事業用自動車の安全対策

４．最近の監査及び行政処分

５．最近の関係法令の改正
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事業用自動車総合安全プランの経緯

○ 事故の発生状況やその背景・傾向を調査・分析するとともに、社会情勢の変化や技術の進展を踏まえながら、有識者の議論を踏まえ
た事故防止対策である『事業用自動車総合安全プラン』を策定。

○ 定期的に取り組み状況やその効果をフォローアップし、有識者から評価・助言をいただきつつ取組を改善。

事業用自動車総合安全プラン2009（平成21年度～平成30年度）

・10年間で死者数半減（平成30年までに250人以下）
・10年間で人身事故件数半減（平成30年までに3万件以下）
・飲酒運転ゼロ

【目標】
・安全体質の確立 ・コンプライアンスの徹底 ・飲酒運転の根絶
・IT・新技術の活用 ・道路交通環境の改善

【重点施策】

・平成32年(令和2年)までに死者数235人以下
・平成32年(令和2年)までに人身事故件数23,100件以下
・飲酒運転ゼロ

【目標】
・関係者(行政、事業者、利用者)連携強化による安全トライアングルの構築
・飲酒運転の根絶 ・自動運転、ICTの開発・利用・普及の促進
・高齢者事故の防止対策 ・道路交通環境の改善
・事故分析に基づく特徴的な事故等への対応

【重点施策】
事業用自動車総合安全プラン2020（平成29年度～令和２年度）

事業用自動車総合安全プラン2025（令和３年度～令和７年度）

・24時間死者数225人以下、バスタクシーの乗客死者数ゼロ
・重傷者数2,120人以下
・人身事故件数16,500件以下
・飲酒運転ゼロ

【目標】 ※１～３番目までは令和７年までの達成目標
・「新たな日常」における安全・安心な輸送サービスの実現
・飲酒運転等悪質な法令違反の根絶 ・道路交通環境の改善
・新技術の開発・普及促進 ・超高齢社会における事故防止対策
・事故分析に基づく対策立案と関係者の連携による安全体質の強化

【重点施策】

軽井沢スキーバス事故の発生、人口減少や高齢化の進展、自動車の先進安全技術の普及 等

新型コロナウイルス感染症、災害の激甚化・頻発化、先進技術の開発・普及、健康起因事故等の依然とした発生 等
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事業用自動車総合安全プラン2030[計画期間：令和８～12年度]

○ 事業用自動車による事故を削減するため、関係者（行政・事業者・利用者）が講ずべき施策を明確化・可視化。
○ 策定にあたっては、より深刻化する自動車運送事業の人手不足等、事業環境の変化を考慮

○運転者の高齢化等に伴う人手不足への対応として、健康に起因する事故対策・経験が未熟な運転者への安全対策等を推進。
また、運行管理の高度化を更に推進し、従前と同等以上の安全性を確保しながら効率的な輸送を実現

○ 近年増加している軽貨物の事故削減に向け、新たに軽貨物の目標をトラック(軽除く)と分けて設定
○ 施策効果を適切に評価できるよう、外部要因による事故件数等の変動影響を抑えた総走行距離あたりの目標指標も併記

ポイント

【重点施策】

2.運行管理未実施、飲酒運転等悪質な法令違反の根絶

6.道路交通環境の改善3. ICT、自動運転等新技術の開発・普及推進

1. 自動車運送に係る全ての者における行動変容の推進

5.原因分析に基づく事故防止対策の立案と安全体質の継続的強化

4.少子高齢社会における事故の防止対策の推進
・運行管理者・運転者等の行動変容
・利用者等の行動変容 等

・悪質違反・重大事故の再発防止のための啓発
・監査体制等の強化 ・貨物軽事業者に対する安全対策の強化 等

・運行中も含めた運行管理の高度化
・先進安全技術の更なる性能向上・普及促進
・自動運転車両等の普及促進 等

・健康起因事故対策の推進
・経験が未熟な運転者への安全対策の徹底 等

・各業態、各地域の特徴に応じた事故分析・対策の検討
・貨物軽事業の事故の実態把握 等

・高速道路から生活道路に至る道路ネットワークを体系的に整備し、道路の適切な機能分化
を推進する 等

【事故削減目標】

①24時間死者数225人以下(0.31人/億km以下）
バス、タクシーの乗客死者数ゼロ

②重傷者数1,740人以下(2.39人/億km以下）
③人身事故件数16,500件以下(22.68件/億km以下）
④飲酒運転ゼロ

＜全体目標＞ ＜各業態の個別目標＞
【乗合バス】 車内事故件数85件以下(3.23件/億km以下）
【貸切バス】 乗客負傷事故件数20件以下(2.16件/億km以下）
【タクシー】 出会い頭衝突事故件数950件以下(17.21件/億km以下）
【トラック(軽除く)】 追突事故件数2,380件以下(4.12件/億km以下）
【軽貨物】 追突事故件数970件以下(16.52件/億km以下） 14



○ 運転者の疾病により事業用自動車の運転を継続できなくなった事案として、自動車事故報告規則に基づき報告のあった件数

は昨年より減少

○ 令和６年は健康起因事故報告件数のうち約33％が交通事故に至っているが、人身事故件数は横ばいの状況

乗合 （運転者数：約７万人）

貸切・特定 （運転者数：約４万人）

タクシー （運転者数：約２５万人）

トラック （運転者数：約８５万人）

衝突・接触を伴うもので、死傷者が生じたもの（人身事故等）

衝突・接触を伴うもので、死傷者が生じていないもの（物損事故等）

衝突・接触がなかったもの（乗務の中断等）
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健康状態に起因する事故報告件数
（業態毎の件数）

健康状態に起因する事故報告件数
（報告内容毎の件数）
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運転者の健康状態に起因する事故報告件数の推移

（出典）自動車事故報告規則に基づく運送事業者から提出される報告書の記載事項
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貸切・特定

衝突・接触を伴うもので、死傷者が生じたもの（人身事故等）衝突・接触を伴うもので、死傷者が生じていないもの（物損事故等）衝突・接触がなかったもの（乗務の中断等）

運転者数：約４万人

運転者数：約２５万人 運転者数：約８５万人

○ 各モードにおいても健康起因事故の報告件数は令和５年比で乗合と貸切等は減少、ハイ・タクは増加、トラックは同数であった。

○ バスの多くは事故に至らずに乗務の中断を実施している一方、タクシー、トラックでは約半数が事故に至っている。

○ 全ての業体で、交通事故に至った事案が令和５年比で増加している。

（路線バス等）
（観光バス等）

運転者数：約７万人
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乗合

タクシー トラック

業態別の健康状態に起因する事故報告件数の推移

（出典）自動車事故報告規則に基づく運送事業者から提出される報告書の記載事項
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○ 過去10年間で健康起因事故を起こした運転者3,240のうち心臓疾患、 脳疾患、大動脈瘤及び解離が31％を占める。
○ うち、死亡した運転者523人の疾病別内訳は、心臓疾患が55％、脳疾患が11％、大動脈瘤及び解離が14％を占める。

計３，２４０人
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健康起因事故を起こした運転者の疾病別内訳
（平成２７年～令和６年）

健康起因により死亡した運転者の疾病別内訳
（平成２７年～令和６年）

心臓疾患
（心筋梗塞、心不全等）

470人,15％

脳疾患
（くも膜下出血、

脳内出血等）

423人,13％

大動脈瘤及び解離
104人,3％

呼吸器系疾患
231人,7％

消化器系疾患
164人,5％

その他
1,350人

42％

不明
485人
15％

計５２３人

心臓疾患
（心筋梗塞、心不全等）

287人
55％

脳疾患
（くも膜下出血、脳内出血等）

58人
11％

大動脈瘤及び解離
75人,14％

その他
43人,8％

不明
58人
11％

呼吸器系疾患
2人,0.4％

睡眠時無呼吸症候群
13人,0.4％

健康起因事故の疾病別の内訳（平成２７年～令和６年）

（出典）自動車事故報告規則に基づく運送事業者から提出される報告書の記載事項



事業用自動車運転者の健康管理に関する主な取組

○ 「乗務員等の健康状態の把握」「疾病等により安全な運転ができないおそれのある乗務員等の運行の業務禁止」
⇒ 雇い入れ時の健康診断及び定期健康診断実施の義務付け

従来からの法令上の義務

○ 「運行管理者による点呼時の確認」
⇒ 業務前点呼により、疾病等で安全な運転をすることができないおそれの有無等について確認

○ 『健康管理マニュアル』 （平成２２年７月策定 平成２６年４月改訂）
⇒ 健康状態の把握、就業上の措置の決定等について具体的方策を整理
⇒ SAS、脳血管疾患及び心臓疾患に関するスクリーニング検査を推奨

健康管理に関するマニュアルの策定・改訂

○ 『睡眠時無呼吸症候群（ＳＡＳ）対策マニュアル』
（平成１５年６月策定 平成１９年６月、平成２７年８月、令和７年７月一部見直し）
○ 『脳血管疾患対策ガイドライン』 （平成３０年２月策定）

○ 『心臓疾患・大血管疾患対策ガイドライン』 （令和元年７月策定）

○ 『自動車運送事業者における視野障害対策マニュアル』 （令和４年３月策定）

スクリーニングモデル事業の実施
○ 『自動車運送事業者への脳健診普及に向けたモデル事業』の実施 （平成30年度～令和４年度）
○ 『眼科検診普及に向けたモデル事業』の実施 （令和３年度～令和７年度）
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○ 『自動車運送事業者における飲酒運転防止マニュアル』 （令和６年３月策定） 各種マニュアルへのリンク



「事業用自動車の運転者の健康管理マニュアル」の概要

事業用自動車の運転者の
健康管理マニュアル

平成22年7月策定
平成26年4月改訂

１．運転者の健康状態の把握
➀ 定期健康診断による疾病の把握（義務）

② 一定の病気等に係る外見上の前兆や自覚症状等によ
る疾病の把握（義務）

③ 脳疾患・心臓疾患や睡眠時無呼吸症候群等の主要
疾病に関するスクリーニング検査（推奨）

※ ➀ ～ ③ において異常所見等がある場合には、
医師の診断や面接指導、必要に応じて所見に応じた検査
を受診させ、医師の意見を聴取（義務）

２．就業上の措置の決定
④ 医師の意見を踏まえ就業上の措置の決定（義務）

⑤ 医師等による改善指導（義務）

３．判断目安に基づく乗務前・中の判断・対処
（義務）

就業上における判断と対処の流れ

定期健康診断
(義務)

自覚症状等
(義務)

主要疾病等に関する
スクリーニング検査

(推奨)

診断/面接指導(義務)
(所見に応じた検査含む)

就
業
上
の
措
置
を
決
定

(

義
務)

通
常
乗
務
可

➀ ② ③

④

➀ ～ ③

所見
なし なし

所見
なし

所見あり 所見ありあり
乗務可

乗務の
軽減・転換

医師

意見

改善指導(義務)
(保健指導)

⑤ 医師等

受診 受診

受診

事
業
者
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健康管理マニュアル等において推奨しているスクリーニング検査

○ 事業用自動車の運転者の「健康管理マニュアル」（平成２２年７月策定、平成２６年４月改訂）において、脳・

心臓・消化器系疾患や睡眠障害等の主要疾病に関するスクリーニング検査について受診を推奨。

○ 国土交通省（令和７年度より）、業界団体において、脳血管疾患や心臓疾患、睡眠時無呼吸症候群（ＳＡＳ）

などの主要疾病のスクリーニング検査の受診に対する補助を実施。

ＳＡＳに関する検査

人間ドック
◆ 生活習慣病の予防や疾病の早期把握などを目的
とした総合的な健康診断

脳ＭＲＩ画像 脳ＭＲA画像

脳健診
◆ MRIやMRA、CTなどの画像検査により、無症候又は
未発達の脳血管疾患を発見

◆ MRIとMRAの２項目だけを行う簡易検査もある

ＭＲＩ検査

◆ 睡眠時の血中酸素量や呼吸数をモニタ
リングし、ＳＡＳの早期発見に寄与する

心臓疾患に関する検査 視野障害に関する検査
◆ 眼科検診により、視野障害の原因疾患
となる緑内障等の早期発見に寄与する

◆ ホルター心電図検査等を含む
必要な心電図検査の受診を推奨



○スクリーニング検査に対する補助制度

中小のバス・タクシー・トラック事業者
実施費用の１／２
ＳＡＳ、脳血管疾患、心疾患、視野障害のスクリーニング検査

→ 主要疾患を未病段階で発見し治療に繋げることで、健康起因による事故防止を図る。

【補助対象】
【 補 助 率 】
【対象検査】

被害者保護増進等事業費補助金HP

https://hogo-zoushin.jp/

国交省が受診を推奨する主要疾患に対するスクリーニング検査について、受診を促すために補助事
業を令和７年度より開始
令和８年度についても、補助制度を継続

21※【参考】令和７年度における補助金募集の状況

SASスクリーニング検査に対する補助制度



より多くの自動車運送事業者に睡眠時無呼吸症候群(ＳＡＳ)対策についてご理解いただくため、
ポイントを絞った簡易版ＳＡＳマニュアルを作成（令和７年７月公表）
あわせて、ＳＡＳマニュアルについて、時点の更新を行うとともに、記載内容の改善・追加を実施
（令和７年７月一部見直し）
業界団体やセミナー等を通じて周知を実施していく

ＳＡＳの基本知識、スクリーニング検査等について記載 ＳＡＳの疑いがある運転者への対応等について記載
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自動車運送事業における睡眠時無呼吸症候群対策



事故調査の流れ

事業用自動車事故調査委員会

要因分析、再発防止策（案）の作成・審議

特別重要調査対象事故 重要調査対象事故

報告書（再発防止策に関する意見）の提出

事業用自動車事故調査委員会

外部委託

○ 平成１１年運輸技術審議会・答申を受け、平成13年度から有識者による「交通事故要因分析検討会」を設
置。

○ 平成２０年の運輸安全委員会設置法改正時の附帯決議等において、「法施行５年後において、業務範囲に自
動車事故を加えるなど、運輸安全委員会の在り方について検討する」こととされた。

○ 平成２６年６月より、事業用自動車の重大事故の事故要因の調査分析と再発防止対策の提言を目的に、「交
通事故総合分析センター」を事務局とした各分野の専門家から構成される「事業用自動車事故調査委員会」を
設置。

○ 軽井沢スキーバス事故をはじめ６７件の事業用自動車の重大事故について、調査報告書を公表済み。

経緯

事故発生

国土交通省自動車局 警察庁

事業用自動車事故調査委員会委員名簿
吉田 裕 関西大学社会安全学部 教授

今井 猛嘉 法政大学法科大学院 教授、弁護士

小田切 優子 東京医科大学
医学部医学科公衆衛生学分野 講師

久保田 尚 埼玉大学大学院 理工学研究科 名誉教
授、日本大学 客員教授

首藤 由紀 株式会社社会安全研究所
代表取締役 所長

廣瀬 敏也 芝浦工業大学工学部 教授

小川 和久 東北工業大学 総合教育センター 教授

余村 朋樹 公益財団法人大原記念労働科学研究所
主任研究員

協力国土交通省道路局 協力

事業用自動車事故調査委員会
https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/jikochousa/report1.html



事業用自動車事故調査委員会（R6.11.1５公表）



事業用自動車事故調査委員会（R7.3.21公表）



貸切バス事業者の安全対策について

１．事業用自動車による交通事故の発生状況

２．最近の事故事例

３．事業用自動車の安全対策

４．最近の監査及び行政処分

５．最近の関係法令の改正
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４．最近の監査及び行政処分

27

（２）軽井沢スキーバス事故による新たな処分基準の制定
平成28年1月15日(金)午前1時55分頃、長野県軽井沢町の国道18号碓氷バイパス入山峠付近において、
貸切バス（乗員乗客41名）が単体車線を越えて道路右側に転落。

乗員乗客15名（乗客13名・乗員2名）が死亡、乗客26名が
重軽傷（骨折等の重傷22名・軽傷4名） を負う事故が発生。

バスは、スキー客を乗せ、東京を出発し、長野県の斑尾高原
に向かっていた。

【１ 貸切バスの監査方針・行政処分基準の改正 （主な変更点）】

監査方針・行政処分基準は、北海道運輸局HPを参照 https://wwwtb.mlit.go.jp/hokkaido/kakusyu/gyoseisyobun/jidousha/index.html

● 始業点呼の未実施 ● 運転者の健康診断の未受診

● 運行指示書の記載不備 ● 運賃の下限割れ 等

貸切バス事業者に対する特別監査で判明した
主な法令違反

（１）従前の監査方針・行政処分基準
・行政処分実施後、３ヶ月以内に改善報告書を提出。

・改善が確認できない場合は、特別監査を実施し、再違反（累違反）を適用した処分の加重を実施。

・処分量定と保有車両数に応じて使用停止車両数を決定。



４．最近の監査及び行政処分

28

（３）再発防止のための事業者、運行管理者等の遵守事項の強化

① 運転者の技量チェック強化
・初任運転者に対する適性診断、運転経験等の把握
・初任、経験不足、事故惹起運転者への実技訓練 他

② 運行管理体制の強化
・必要な運行管理者数の要件強化 ・運行管理者の資格取得条件の厳格化

最低人数 １名 ⇒ ２名 ・夜間運行時の中間点呼
１名当たりの車両台数の引き下げ ・運行管理補助者の国への届出 他

平成28年6月3日付け、軽井沢スキーバス事故対策検討委員会による「安全・安心な貸切バスの運行を実現するための総合的な対策より一部抜粋

③ 車両整備の強化
・車齢に応じた整備の実施 他

④ 事業用設備の強化
・ドライブレコーダーの設置と運転者に対する指導監督への活用
・事業所毎にパソコンを備え付け、行政からの情報入手や安全運行指導に活用
・シートベルト着用徹底、補助席への設置 他

【１ 貸切バスの監査方針・行政処分基準の改正 （主な変更点）】
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（３）再発防止のための事業者、運行管理者等の遵守事項の強化

平成28年6月3日付け、軽井沢スキーバス事故対策検討委員会による「安全・安心な貸切バスの運行を実現するための総合的な対策より一部抜粋

【１ 貸切バスの監査方針・行政処分基準の改正 （主な変更点）】

⑥ 違反事項の早期是正と行政処分の厳格化
・安全管理体制が不十分な事業者に対する運輸安全マネジメント評価を実施
・社会的影響が重大な事故や複数回に渡る法令違反時の事業許可取消し・運行管理者資格者証

返納命令の対象
・法令違反の処分量定の引き上げ、使用停止車両数の割合引き上げ ほか

⑧ 不適格者の安易な再参入の阻止
・事業許可取消し時の欠格期間 ２年 ⇒ ５年
・運行管理者資格者証返納・整備管理者解任命令時の欠格期間 ２年 ⇒ ５年 ほか

⑦ 許可更新制の導入

⑤ 貸切バス事業の適正化のための各種負担
・安全投資計画・収支見積書の作成 ・国に報告すべき安全情報の拡充
・貸切バス適正化事業実施機関の指定・負担金の納付 ほか
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30監査方針・行政処分基準は、北海道運輸局HPを参照 https://wwwtb.mlit.go.jp/hokkaido/kakusyu/gyoseisyobun/jidousha/index.html

【１ 貸切バスの監査方針・行政処分基準の改正 （主な変更点）】

（４）平成28年12月1日施行
軽井沢スキーバス事故対策を踏まえた新たな監査方針、処分基準の制定
・輸送の安全に関わる重大な法令違反が確認された場合、直ちに是正を指示し、全ての事業用自動車

を使用停止。
・重大な事項以外の法令違反が確認された場合、３０日以内に是正状況確認の為の指摘事項確認監査

を実施。
・３０日以内に法令違反事項を是正・改善しない事業者を事業停止又は事業許可取消しの対象とする。
・街頭監査の実施、処分規定を追加
・処分日車数が５０日車以下となる場合、事業用自動車の使用停止処分は行わず、文書警告を行う。
・使用停止処分時の停止車両数を保有車両の８割に固定
・違反行為毎の処分内容の厳罰化（基準日車数等の引き上げ）

（５）平成29年3月21日施行
軽井沢スキーバス事故対策を踏まえた法令改正と、それに伴う処分基準の改正。
・道路運送法改正に伴い、負担金及び延納金の納付命令違反に係る処分規定を追加
・運輸規則改正に伴い、運行管理補助者の要件並びに選任（解任）届出に係る処分規定を追加
・運輸規則改正に伴い、書類の適切管理義務に係る処分規定を追加

（６）令和2年11月27日施行
道路交通法改正に伴い、妨害運転（あおり運転）についての監査・処分規定を追加
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31監査方針・行政処分基準は、北海道運輸局HPを参照 https://wwwtb.mlit.go.jp/hokkaido/kakusyu/gyoseisyobun/jidousha/index.html

【１ 貸切バスの監査方針・行政処分基準の改正 （主な変更点）】

（７）令和３年６月１日施行
運転者の疾病により事業用自動車の運転を継続できなくなった事案の増加による新たな
処分基準の制定
・健康診断未受診者による健康起因事故を派生させた場合の処分規定を追加

＜処分基準強化内容＞
運輸規則第２１条第５項及び運輸規則第３条第６項

１ 疾病、疲労等のおそれのある乗務
① 健康診断未受診運転者 １名‥‥‥‥‥‥ 警告 （再違反 １０日車）
② 健康診断未受診運転者 ２名‥‥‥‥ ２０日車 （再違反 ４０日車）
③ 健康診断未受診運転者 ３名以上‥‥ ４０日車 （再違反 ８０日車）

２ 健康診断未受診の運転者による健康起因事故が発生したもの
‥‥ ４０日車 （再違反 ８０日車）

３ 疾病、疲労等による乗務 ８０日車 （再違反１６０日車）
４ 薬物等使用乗務 １００日車 （再違反２００日車）

適用方法
・健康起因事故とは、当該運転者が脳疾患、心臓疾患及び意識喪失を発症し、負傷者（当該

運転者を除く。）が生じた重大事故等をいう。
・事業者が、当該運転者の事故発生日から過去１年以内に法定の健康診断を受診させずに乗

務させていた場合、または、健康診断受診結果に基づき、脳疾患、心臓疾患及び意識喪失
に関する疾病を疑い、要再検査や要精密検査、要治療の所見があるにもかかわらず、再検
査を受診させずに乗務させていた場合のいずれかに該当した場合に適用する。
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【１ 貸切バスの監査方針・行政処分基準の改正 （主な変更点）】

（８）令和５年１０月１日施行
令和５年１０月１日「道路運送車両法の一部を改正する法律等の施行に伴う整備管理者制度
の運用について（平成１５年３月18日、国自整第216号）」の改正（整備管理者の解任を
明確化等）及び処分基準の改正
・大型車の車輪脱落事故の件数が令和４年度で過去最大となり、依然として事故件数が減少しないため、

運送事業者及び整備管理者に対する行政処分を導入すべく、整備管理者の運用通達を一部改正
＜運送事業者に対する行政処分基準強化＞
車輪脱落事故を惹起した運送事業者（※適切な整備管理が行われていなかった場合に限る）

‥‥‥‥‥‥ ２０日車 （再違反 ４０日車）
＜整備管理者に対する行政処分強化＞
大型車のホイールボルト折損等による車輪脱落事故が発生した場合であって、過去3年以内
に同事故を惹起した運送事業者の整備管理者 ‥‥‥‥‥‥ 解任命令

（９）令和６年４月１日施行
令和４年１０月に静岡県で発生した貸切バスの横転事故（死傷者計２９名）を踏まえた旅客
自動車運送事業運輸規則の改正

①輸送の安全に係る書面及び記録の保存期間の延長
②録音及び録画による点呼記録の保存の義務付け
③アルコール検知器使用時の写真撮影の義務付け
④デジタル式運行記録計の義務付け
⑤安全取組の公表内容の充実
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【１ 貸切バスの監査方針・行政処分基準の改正 （主な変更点）】

（１０）令和６年１０月１日施行
行政処分基準の一部改正

・飲酒運転事故件数が下げ止まり増加傾向にある状況を踏まえ、その対策として酒酔い・酒気帯び運転
に関する行政処分基準を新設。
（１）運輸規則第２４条第１項・第２項・第３項

飲酒運転防止に係る点呼実施義務違反‥‥‥‥‥‥ １００日車 （再違反 ２００日車）
（酒酔い・酒気帯び運行が確認された場合。ただし、当該自動車に係る点呼について、明らかに
実施されていることを点呼記録により事業者が証明した場合を除く。）

（２）運輸規則第３８条第1項
飲酒運転防止に係る指導監督義務違反‥‥‥‥‥‥ １００日車 （再違反 ２００日車）
（酒酔い・酒気帯び運行が確認された場合。ただし、当該運転者に係る飲酒運転防止に関する
指導について、明らかに実施されていることを指導記録により事業者が証明した場合を除く。）

（１１）令和７年４月１日施行
行政処分基準の一部改正

・自動車運送事業の運転者の健康起因交通事故が、依然増加傾向にあることから、健康診断未受診の
違反が確認された場合の行政処分基準を強化。
→運輸規則第２１条第５項 疾病・疲労等の恐れのある運行の業務（健康診断未受診）違反

未受診者 ３名以上‥‥‥‥‥‥ 現行 ：４０日車（再違反８０日車）
改正後：１５日車×未受診者数（再違反３０日車×未受診者数）



【参考】 監査・処分制度の概要（貸切バス）

事業許可取消

・ 運行管理者不在、
・ 運転者全員の健康診断未実施 等

輸送の安全に関わる
重大な違反がある場合

未改善×改善○

改善確認の特別監査

未改善×

法令違反がある場合

未改善× 改善○

改善○

一般監査から３０日以内に違反の是正状況を確認

改善確認の一般監査

指摘事項確認監査

34

３０日間の事業停止を付加 事業許可取消し ３日間の事業停止を付加

・死亡事故、社会的影響の大きい事故を引き起こした場合 ・アルコール検知器の不適切な使用を行った場合
・悪質違反（酒気帯び、過労運転等）があった場合 ・運転者が、覚せい剤等の薬物を使用した場合
・公安委員会、労働局等からの通報があった場合 ・運転中（回送運行中含む）に携帯電話を使用した場合
・新規事業者
・適正化機関から法令違反の疑いの通報があった場合 等

主な監査端緒
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令和７年度の数字は速報値を使用しています。

【２ 貸切バスの監査・行政処分 （輸送の安全に係る内容） の状況】

監査実施事業者数

貸切バス監査事業者数及び処分事業者数
（年度毎の件数）

貸切バス車両使用停止対象車両数、延べ日車数
（年度毎の件数）

110
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1
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36
行政処分情報は、北海道運輸局HPを参照

https://wwwtb.mlit.go.jp/hokkaido/kakusyu/gyoseisyobun/jidousha/kasikiri.html

【３ 最近の行政処分の状況（監査で確認された主な違反行為） 】

報 告 義 務 違 反

・ 実走行距離、実走行時間等に基づく積算をせず、下限を下回
る運賃を収受した。

・ 一日単価で見積もり、一日ごとに切上げ切捨てをしていた

ため、運賃が下限を下回っていた。

・ 待機時間を運賃計算時に除外したため、下限を下回る運賃を
収受した。

定 期 点 検 整 備

件数主な違反事項

34運賃料金届出違反9条の２

道
路
運
送
法

1運賃割り戻し１０条

7事業計画15条

2安全管理規程22条の2

3運行管理者の選任届等23条

6情報の公表義務違反29条の３

12報告義務違反94条

4自動車に関する表示９５条

1日常点検整備４７条の２
道
路
運
送
車
両
法

12定期点検整備48条

3整備管理者の選任届52条

運 賃 料 金 届 出 違 反

・ 『事業報告書』を提出していなかった。

・ 『輸送実績報告書』を提出していなかった。

・ 年間整備計画に対して、運行スケジュールを優先してしま

い、実施漏れが発生した。

・ 年間整備計画を作成しておらず、点検時期を失念した。

・ 自社で実施した３ヵ月点検の記録簿を作成していなかった。



４．最近の監査及び行政処分

37行政処分情報は、北海道運輸局HPを参照
https://wwwtb.mlit.go.jp/hokkaido/kakusyu/gyoseisyobun/jidousha/kasikiri.html

【３ 最近の行政処分の状況（監査で確認された主な違反行為） 】

・ 運行管理者が点呼の重要性を認識しておらず、乗務前、乗務

後点呼の一部を実施していなかった。

・ 運行管理者自身がバスに乗務していたが、他の乗務員に点呼
を実施したように記録した。

・ 点呼簿の記載を後日まとめて記載していたため、必要な記載

が漏れていた。

・ 点呼記録の録音および録画記録を保存していなかった。

・ アルコール検知器の検査状況を写真記録していなかった。

点 呼 の 実 施 ・ 記 録

・ 運行記録計に用紙をセットせずに運行したため、記録のない
運行があった。

・ 運行記録計の故障により、正しく記録されていなかった。

・ 乗務員からの回収を怠り、紛失してしまった。

件数主な違反事項

30運送引受書の交付7条の2 １項

旅
客
自
動
車
運
送
事
業
運
輸
規
則

4手数料等額の記載書類の保存7条の2 3項

5勤務時間等の設定・遵守21条 1項

21疾病、疲労等のおそれのある乗務等21条 5項

14点呼の実施24条 １～３項

66点呼の記録24条 4～７項

17乗務記録25条

26運行記録計による記録26条

4事故の記録26条の２

運 送 引 受 書 の 交 付

運 行 記 録 計 に よ る 記 録

・ 必要記載項目の誤記・記載漏れがあった。

・ 日帰りの運送について、引受書を作成・交付しなかった。

・ 依頼の多い利用者に対する引受書の記載を、一部省略した。
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【３ 最近の行政処分の状況（監査で確認された主な違反行為） 】

運 行 指 示 書

指 導 ・ 監 督

・ 告示に定められた項目による指導が行われていなかった。

・ 指導計画の策定者と、指導実施者を分担したが、実施者が計

画を確認せずに指導を実施した。

・ 指導を受けた運転者の氏名、指導した日の記載漏れ。
・ 指導監督の記録を、所定の期間（3年間）保存していなかった。

乗 務 員 台 帳

・ 乗務員台帳の必要記載事項に空欄（不備）があった。

・ 乗務員が頻繁に入社・退社するため、台帳の作成漏れや退職
者の台帳整理が行われていなかった

・ バスに乗務する機会が少ない社員の乗務員台帳を、作成して
いなかった。

。

件数主な違反事項

27運行指示書による指示等28条の2

旅
客
自
動
車
運
送
事
業
運
輸
規
則

38乗務員台帳37条

40運転者の指導・監督

38条

36指導・監督の記録

20特別な指導

19適性診断

19公表情報の報告
47条の7

1項

12運行管理規程４８条の２

8運行管理者の研修48条の4

・ 指示書の必要記載項目に不備（記載漏れ）があった。

・作成はしたが、書類を適切に管理せず、運転者に携行させ

なかった。

・特定の依頼が多く、運行内容が同一のため、以前作成した指

示書を流用しているうちに、休憩地点・休憩時間の記載が空

欄のままであった。

・



貸切バス事業者の安全対策について

１．事業用自動車による交通事故の発生状況

２．最近の事故事例

３．事業用自動車の安全対策

４．最近の監査及び行政処分

５．最近の関係法令の改正
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現状

制度改正後

〇 重大事故を起こした事業者の大半は、運転者への指導監督が不適切、点呼が未実施であるな
ど運行管理が不十分。
〇 令和５年１月に、運転者に対する指導・監督マニュアルを改正し、「坂道での適切な運転操作」や
「非常口や非常停止ボタンの使い方の周知」等を徹底。
〇 加えて、令和５年10月10日に省令を改正し、「デジタル式運行記録計の使用の義務化」、「アル
コール検知器使用時の画像記録保存の義務化」、「点呼記録の動画保存の義務化」等を順次実施。

アルコール検知器運行記録計 点呼記録

デジタル式のみ

アナログ式や
デジタル式

呼気中のアルコールの有無を確認
＋

検知器使用時の画像記録

紙や電磁的方法で
１年間保存呼気中のアルコールの有無を確認

電磁的方法で３年間保存
＋

動画（音声含む）で
点呼の様子を撮影の上、

90日間保存

監査や巡回指導において、
確実に点呼が行われているか確認

貸切バス事業者の安全対策の強化

貸切バスの安全規制強化内容（令和５年10月10日省令改正、令和６年４月1日施行※）
※一部の適用は令和7年４月1日
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点呼の様子を動画保存

○保存期間 ９０日間

○１日の乗務の前後等に実施して
いる点呼では、運転者の方の酒
気帯びの有無や、疲労・睡眠不
足の状況などを確認しています
が、その様子の一部始終を動画
で撮影・保存してください。

○映像と音声の両方記録できるこ
と、 運転者を識別できることが必
須です。

○電話点呼の場合は、 点呼実施
者・運転者双方のやり取りの録
音のみでOKです。

貸切バス事業者の安全対策の強化



42

アルコールチェックの様子を撮影保
存

○保存期間 ９０日間

○点呼の動画内で、アルコール
チェック時の運転者の顔が容易
に識別できる場合は、改めての
写真撮影は不要です。

○正しいアルコール数値を計測す
るために、メーカーが指定する測
定方法を守りましょう。

○検査中の運転者の顔が容易に
確認できない電話点呼の場合、
顔写真を撮影 ・ 保存することが
必須ですが 、 ドライブレコー
ダーによるアルコールチェック時
の映像で代えることも可能です。

貸切バス事業者の安全対策の強化
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保存期間を３年に延長

○保存期間 ３年

○運送引受書、手数料額を記載し
た書類、業務記録、運行指示書、
点呼の記録は令和６年４月１日
分以降は保存期間が延長されま
す。

○点呼の記録に関しては、電子
ファイル保存が必須となっており
ます。

○システムの導入は必須ではなく、
紙媒体に記録したものをスキャン
して保存する、表計算ソフトで作
成したものをPDF等のデータで保
存するなどの対応でも問題あり
ません。

貸切バス事業者の安全対策の強化
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○保存期間 ３年

○デジタル式運行記録計（デジタ
コ）の使用が必須になります。

○令和７年４月１日以降は全車両
必須となります。

○運行形態が貸切契約の場合は、
その運行の実態や車両の形状
に関わらず、デジタル式運行記
録計の使用が義務となります。

○年式が非常に古く、デジタコを
装着できない車両（ボンネットバ
ス等）は義務付けの対象外です。

デジタコの使用と運行記録の３年間
記録保存

貸切バス事業者の安全対策の強化
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公表すべき内容の追加

○各社がインターネット等で公表
すべき安全に係る取組の内容と
して、初任運転者に対して行う
「安全運転の実技指導」を追加し
ます。（令和６年４月１日以降に
報告を行うものから適用されま
す）

○初任運転者に対して行う、20時
間の実技指導（添乗付き）につい
て、実施ルートや時期、車種区分、
指導の具体内容、添乗者の指導
歴等をホームページに掲載くださ
い 。

貸切バス事業者の安全対策の強化



貸切バス事業者様向けの解説動画
（国土交通省YouTubeチャンネルへ遷移します）

改正された省令・通達等の全文

運転者に対する指導監督指針の内容

お役立ちリンク

貸切バス事業者のみなさま

制度の概要についてはパンフレットや動画解説によって周知を図っておりますので、以下お役
立ちリンクのQRコードからアクセス可能です。

46

貸切バス事業者の安全対策の強化



貸切バス運転者に対する実技指導の解説動画

○国土交通省では、貸切バスの安全性向上のための取組の一環として、貸切バス運転
者に対する実技指導の具体的事例の動画を作成。

○本動画では、長い下り坂のある道路（いろは坂やふじあざみライン）、高速道路、隘路、
市街地など、それぞれの場所の特性に応じた運転の指導方法を解説。

○作成した動画は令和６年４月４日から国土交通省YouTubeチャンネルで公開中です。

① ②

③ ④ ＜例＞

①夜間・繁華街

②長い下り坂

③高速道路

④ヒヤリハット事例

解説動画
国土交通省YouTube



○令和５年10月10日に改正された、貸切バスの安全性向上のための制度改正内容の周知のた
め、貸切バス事業者の方々において必要となる対応について、パンフレット及び動画を作成し、
国土交通省HP、国土交通省YouTubeチャンネルにて公開。

パンフレット（一部抜粋） 解説動画

貸切バス事業者の安全対策の強化
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出典：（公財）交通事故総合分析センター「事業用自動車の交通事故統計」

○ 事業用自動車による令和６年の飲酒運転事故件数は37件で、その内35件がトラックにおける事故。

○ 令和元年と比較して令和６年の飲酒運転事故件数は、全モードにおいて減少している。

プラン2025削減目標
飲酒運転：0件

飲酒運転による事業用自動車の交通事故

（予測値）

事業用自動車による飲酒運転事故件数の推移
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自動車運送事業者における飲酒運転防止マニュアル（令和６年３月策定）

飲酒運転防止を目的とし、
1章：飲酒運転防止対策の必要性
2章：事業者による運転者へのアルコール依存症の把握
3章：スクリーニング検査※
4章：アルコール依存症検査※における事業者の対応

について記載。飲酒傾向の強い運転者への対処についても
具体的な方法を掲載。
国交省HPにて公開中のほか、業界団体を通じて周知。

※自動車事故報告規則を令和6年10月に改正し、検査の実施状況の報告を求める。
（令和7年4月1日より施行）

改正後自動車事故報告書裏面（抜粋）

50
アルコール依存症が疑われる症状を紹介！

事業者として気を付けるべきこと、
飲酒問題への不適切な対応例についても解説！



令和６年度に改正した行政処分の基準について

（従前）
●処分日車数による行政処分に加え、７日間の事業の停止処分を付加（①、②に該当する場合）

① 救護義務違反、酒酔い運転、薬物等使用運転、妨害運転、酒気帯び運転を伴う重大事故を引き起こし
たとして都道府県公安委員会から道路交通法通知等があった場合

② ①の違反行為に係る指導監督を明らかに実施していない場合

（新設）
●飲酒運転防止に係る指導監督義務 初違反１００日車 再違反２００日車
（酒酔い・酒気帯び運行が確認された場合。ただし、当該運転者に係る飲酒運転防止に関する指導について、明らかに実施されていることを
指導記録により事業者が証明した場合を除く。）

併科

●処分日車数による行政処分に加え、３日間の事業の停止処分を付加（①、②に該当する場合）
① 救護義務違反、酒酔い運転、薬物等使用運転、妨害運転、酒気帯び運転を行ったとして都道府県公安

委員会から道路交通法通知等があった場合
② ①の違反行為に係る指導監督を明らかに実施していない場合

（新設）
●飲酒運転防止に係る点呼実施義務 初違反１００日車 再違反２００日車
（酒酔い・酒気帯び運行が確認された場合。ただし、当該運転者に係る点呼について、明らかに実施されていることを点呼記録により事業者が
証明した場合を除く。）

※上記指導監督違反に加えて、酒酔い・酒気帯び運行の際に点呼未実施についても、違反行為として新設

■ 酒酔い・酒気帯び運転に係る行政処分基準の強化
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再 違 反初 違 反未受診者数

（変更なし）10日車（変更なし）警 告1名

（変更なし）40日車（変更なし）20日車2名

改正後30日車／未受診者1名現 行80日車改正後15日車／未受診者1名現 行40日車3名以上

■ 疾病、疲労等のおそれのある運行の業務（健康診断未受診者）に係る行政処分基準の強化
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【自動車運転者の労働時間等の改善のための基準】

厚生労働省において令和4年12月23日に改正され、令和6年4月1日から適用

改善基準告示の改正

https://www.mhlw.go.jp/content/2023_Pamphlet_B.pdf



メールマガジンの配信

○ 国土交通省で収集した事業用自動車に関する事故情報等のうち重大なものを情報提供することで、事故防止の取組への活用を目的
に、平成21年６月からメールマガジンの配信を開始し、毎週金曜日に定期配信。（令和７年３月７日に第８０１号を配信）

○ 購読者数は運送事業者や運行管理者等をはじめとして２万人を突破。

【メールマガジンURL】 https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/subcontents/mailmagazine.html

メールマガジンの登録方法
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